
 

福岡県公安委員会

一般旅客自動車運送事業用
自動車等が停車又は駐車を
する乗合自動車の停留所の
名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅客自
動車運送事業用自動車等の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

筑紫野中学校入口（東向き） 福岡県筑紫野市針摺東五丁目１－２１先

吉木入口（北向き） 福岡県筑紫野市大字吉木２４０２－１先

吉木入口（南向き） 福岡県筑紫野市大字吉木２３８５先

一般旅客自動車運送事業用
自動車等が停車又は駐車を
する乗合自動車の停留所の
名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅客自
動車運送事業用自動車等の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

視覚特別支援学校前（東向き） 福岡県筑紫野市大字牛島２７５先

視覚特別支援学校前（西向き） 福岡県筑紫野市大字永岡１１０－１先

　 筑紫野市が御笠まちづくり協議会に業務委託契約を
締結し、運行する自家用有償旅客運送（道路運送車両
法第78条第2項に規定する運行に限る。）の用に供する
乗車定員１１人未満の自動車（通称「御笠自治会バ
ス」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

　 筑紫野市における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停
車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

　 筑紫野市における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等
の停車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

筑紫野市が御笠まちづくり協議会に業
務委託契約を締結し、運行する自家用有
償旅客運送（道路運送車両法第78条第2
項に規定する運行に限る。）の用に供する
乗車定員１１人未満の自動車（通称「御笠
自治会バス」）に限る。

最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

筑紫野市地域公共
交通会議において、令
和４年３月１１日合意

　筑紫野市地域公共交
通会議において、令和５
年１月２０日合意
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一般旅客自動車運送事業用
自動車等が停車又は駐車を
する乗合自動車の停留所の
名称

所在地
停車又は駐車をする一般旅客自
動車運送事業用自動車等の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

山口（北向き） 福岡県筑紫野市大字山口１９１２先

天拝湖入口（東向き） 福岡県筑紫野市大字山口３７－９先

天拝湖入口（西向き） 福岡県筑紫野市大字山口２７－１３先

福岡高等学園入口（南向き） 福岡県筑紫野市大字古賀１４８－１先

むさしケ丘三丁目（北向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘３－７－１２先

むさしケ丘三丁目（南向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘３－６－２１先

むさしケ丘公民館前（北向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘２－２８－１２先

むさしケ丘公民館前（南向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘２－２７－７先

むさしケ丘団地入口（北向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘２－７－５先

むさしケ丘団地入口（南向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘２－６－２４先

むさしケ丘団地東口（南向き） 福岡県筑紫野市むさしケ丘１－１４－１３先

二日市温泉（南向き） 福岡県筑紫野市湯町２－４－１２先

二日市温泉（北向き） 福岡県筑紫野市湯町１－１４－３先

警察署前（西向き） 福岡県筑紫野市上古賀１－１０－５先

警察署前（東向き） 福岡県筑紫野市湯町３－６－５先

警察署前（南向き） 福岡県筑紫野市上古賀１－１０－５先

警察署前（北向き） 福岡県筑紫野市上古賀１－２－１先

文化会館前（北向き） 福岡県筑紫野市上古賀１－５－１先

文化会館前（南向き） 福岡県筑紫野市上古賀２－１－１先

　筑紫野市と運行業務委託契
約を締結した一般旅客自動車
運送事業者による一般乗合旅
客自動車運送事業（道路運送
法施行規則第3条の3第3号に
規定する区域運行に限る。）の
用に供する乗車定員１１人未満
の自動車（通称「筑紫野のるー
と」）に限る。

　 最左欄の停留所における左
欄の停車又は駐車は、左欄に
係る運行時間内に限るものとす
る。

　筑紫野市地域公共
交通会議において、
令和６年11月26日合
意
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福岡県公安委員会

旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

下西山（東向き） 福岡県筑紫野市大字山家１６２５－３先

下西山（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家１６２９－５先

浦の下（東向き） 福岡県筑紫野市大字山家３０６５－１先

浦の下（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家３１５１先

山家ニュータウン（東向き） 福岡県筑紫野市大字山家２８６８－１先

山家ニュータウン（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家２９２７－１５先

山家小学校前（東向き） 福岡県筑紫野市大字山家４３４１先

山家小学校前（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家４３３５－１先

山家新町 福岡県筑紫野市大字山家５１９５先

ＪＲ筑前山家駅（東向き） 福岡県筑紫野市大字山家４９３５先

ＪＲ筑前山家駅（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家４９２８先

山家道（東向き） 福岡県朝倉郡筑前町二１６５－１先

山家道（西向き） 福岡県朝倉郡筑前町二１４３－４先

岡田（東向き） 福岡県筑紫野市岡田２－１６７－１１先

岡田（西向き） 福岡県筑紫野市大字下見１９７－１２先

筑紫（東向き） 福岡県筑紫野市大字筑紫６１１先

筑紫（西向き） 福岡県筑紫野市大字筑紫６１１－５先

筑紫駅 福岡県筑紫野市大字筑紫２０－１先

筑紫神社前（北向き） 福岡県筑紫野市大字筑紫８８１－１先

　 筑紫野市における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停
車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

　 筑紫野市と運行業務委託契約
を締結した一般旅客自動車運送
事業者による一般乗合旅客自動
車運送事業（道路運送法施行規
則第3条の3第2号及び第3号に規
定する路線不定期運行及び区域
運行に限る。）の用に供する乗車
定員１１人未満の自動車（通称「筑
紫野のるーと」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る
運行時間内に限るものとする。

　令和８年１月２１日合
意



旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

筑紫神社前（南向き） 福岡県筑紫野市大字筑紫６８３－２先

原田三丁目（北向き） 福岡県筑紫野市原田７－２－１０先

原田三丁目（南向き） 福岡県筑紫野市原田３－８－１０先

公園前（北向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北２－６－４先

公園前（南向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北２－１６－９先

光が丘一丁目（東向き） 福岡県筑紫野市光が丘１－１２－６先

光が丘一丁目（西向き） 福岡県筑紫野市光が丘２－１－１先

光が丘二丁目（北向き） 福岡県筑紫野市光が丘１－１８－４先

光が丘二丁目（南向き） 福岡県筑紫野市光が丘２－３－４先

ＪＲ原田駅 福岡県筑紫野市大字原田２２４３－１先

原田駅前（北向き） 福岡県筑紫野市原田６－７－５先

原田駅前（南向き） 福岡県筑紫野市原田４－１３－７先

美しが丘北公民館前（北向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北３－２－２先

美しが丘北公民館前（南向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北３－８－３先

美しが丘北三丁目（北向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１－１０先

美しが丘北三丁目（南向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北３－９－５先

光が丘四丁目（北向き） 福岡県筑紫野市光が丘５－１８－２先

光が丘四丁目（南向き） 福岡県筑紫野市光が丘４－１１－３先

美しが丘南（北向き） 福岡県筑紫野市原田５－６－１先

　 筑紫野市と運行業務委託契約
を締結した一般旅客自動車運送
事業者による一般乗合旅客自動
車運送事業（道路運送法施行規
則第3条の3第2号及び第3号に規
定する路線不定期運行及び区域
運行に限る。）の用に供する乗車
定員１１人未満の自動車（通称「筑
紫野のるーと」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る
運行時間内に限るものとする。

　令和８年１月２１日合
意



旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

美しが丘南（南向き） 福岡県筑紫野市原田４－２－１先

美しが丘（東向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北３－１４－４先

美しが丘（西向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南１－２－１先

老人ホーム前（東向き） 福岡県筑紫野市美しが丘北４－１－４先

老人ホーム前（西向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南３－２－３先

ニュータウン第一（東向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南１－１２－１先

ニュータウン第一（西向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南５－５－１先

学校前（東向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南２－１０－５先

学校前（西向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南５－９－２先

ニュータウン第二（北向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南２－６－１先

ニュータウン第二（南向き） 福岡県筑紫野市美しが丘南３－４１７－５８先

　 筑紫野市と運行業務委託契約
を締結した一般旅客自動車運送
事業者による一般乗合旅客自動
車運送事業（道路運送法施行規
則第3条の3第2号及び第3号に規
定する路線不定期運行及び区域
運行に限る。）の用に供する乗車
定員１１人未満の自動車（通称「筑
紫野のるーと」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る
運行時間内に限るものとする。

　令和８年１月２１日合
意



福岡県公安委員会

旅客の運送の用に供する自
動車が停車又は駐車をする乗
合自動車の停留所の名称

所在地
停車又は駐車をする旅客の運送
の用に供する自動車の範囲

最左欄の停留所における左欄の
停車又は駐車が道路又は交通の
状況により支障がないものとなる
ようにするため必要と認める事項

合意状況

下西山（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家１６２９－５先

浦の下（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家３１５１先

山家ニュータウン（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家２９２７－１５先

山家小学校前（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家４３３５－１先

山家新町 福岡県筑紫野市大字山家５１９５先

ＪＲ筑前山家駅（西向き） 福岡県筑紫野市大字山家４９２８先

山家道（西向き） 福岡県朝倉郡筑前町二１４３－４先

岡田（西向き） 福岡県筑紫野市大字下見１９７－１２先

　 筑紫野市における道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４４条第２項第２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停
車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

　 筑紫野市と運行業務委託契約
を締結した一般旅客自動車運送
事業者による自家用有償旅客運
送（道路運送法施行規則第49条
第1号に規定する「交通空白地有
償運送」に限る。）の用に供する乗
車定員３０人未満の自動車（通称
「山家自家用有償バス」）に限る。

　 最左欄の停留所における左欄
の停車又は駐車は、左欄に係る運
行時間内に限るものとする。

  令和８年１月２１日合
意


